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【お問い合わせ】 弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所 
代表社員弁護士：木村哲也 受付時間：午前９時～午後５時 

電話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/ 
〒031-0042 青森県八戸市十三日町１ ヴィアノヴァ６階 

 

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関

連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとし

てお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほ

か、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 
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日に日に寒くなって参りました。冬の季節は、降雪・積雪や凍結路面など、自動車の

運転における危険度が高まり、交通事故の発生件数も増える時期です。今月号のニュー

スレターでは、交通事故の過失相殺・過失割合について解説させていただきます。 

１ 過失相殺・過失割合とは 

    交通事故が発生した場合、追突やセンターラインオーバーのように、加害者が１０

０％悪いというケースもありますが、被害者にも事故発生に関する一定の過失（落ち

度）が認められるというケースもあります。例えば、加害者の過失が８０％で、被害

者の過失が２０％というケースでは、被害者は加害者に対して被害者が被った損害の

８０％しか賠償請求することができません（一方で、被害者は加害者に対して加害者

が被った損害の２０％を賠償する必要があります）。このように過失の割合に応じて損

害賠償額が減らされることを過失相殺と言います。また、被害者：加害者の過失の割

合のことを過失割合と言います。 

  ２ 過失割合の認定基準 

過失割合は、過去の交通事故の裁判例が蓄積され、ある程度類型化して判断するこ

とが可能となっています。別冊判例タイムズ№３８「民事交通訴訟における過失相殺

率の認定基準」全訂５版（判例タイムズ社）という書籍に整理されており、示談交渉・

裁判でも参照されています。例えば、道路外から道路に進入する車と道路を直進する

車との衝突事故では、路外車８０：直進車２０を基本的な過失割合とし、運転の態様

や道路の状況によって割合に一定の修正が加えられることがあります。また、上記の

書籍に記載されている事故類型に当てはまらないケースでは、個別の判断が必要とな

ることがあります。過失割合に関する適切な判断は困難を伴うことも多いですので、

お困りのときは専門家である弁護士にまずはご相談ください。 

３ 事故状況の立証方法 

過失割合は、特定された事故状況を前提として割り出されるものですが、前提とな

る事故状況自体に争いがあるケースもあります。このような場合には、まずは事故状

況を証拠によって特定することが必要となります。事故状況の特定においては、車両

の損傷状況が手掛かりとなるほかに、事故当事者の警察官に対する説明内容、店舗な

どに設置された防犯カメラの映像、事故当事者以外の第三者の証言などが証拠となり

得ます。警察の資料や防犯カメラの映像は、弁護士に依頼することで入手可能となる

ことが多いですので、過失割合で揉めているときは、弁護士にご相談いただくのがよ

いでしょう。八戸シティ法律事務所では、これまでに、交通事故と過失相殺・過失割

合に関する案件に数多く対応して参りました。どうぞお気軽にご相談ください。 
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